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近年、化学物質による業務上疾病の発生状況者数は全
体的に減少傾向にあるものの、依然として年間200名
を上回る現状である（図1参照）。この状況を踏まえ、
平成12年3月に労働安全衛生法第58条第2項の規定に
基づき、「化学物質等による労働者の健康障害を防止
するため必要な措置に関する指針」（旧指針）が公示
された。この指針で定める措置は、従来からの労働衛
生管理に基づく措置に止まるものではなく、化学物質
管理計画の策定、リスクアセスメントの実施等を含む
ものであった。
また、平成18年に改正された労働安全衛生法により、
化学物質による労働災害を防止するためには化学物質
の危険有害性等の情報が確実に伝達され、情報を入手
し、情報を活用してリスクアセスメントを実施、その
リスクに基づく合理的な化学物質管理を行うことが重
要とされた。そして、第58条第2項により「化学物質
等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針、
危険性又は有害性等の調査に関する指針 公示第2号

（新指針）」が制定された。旧指針では有害性の特定
（危険性の項目は無い）、ばく露量の把握、およびリス
ク評価・管理について具体的な言及はなかった。それ
に対して新指針では、危険性及び有害性の特定として
情報入手や留意事項など具体的方法の例示がされ、ば
く露レベル（量）を推定する方法、およびリスク評
価・管理の方法も具体的に示された。職長等への安全
衛生教育について旧指針では言及していなかったが、
新指針では教育に危険有害性のリスクアセスメントの
追加が義務化された。
しかし、新指針によるリスクアセスメントも努力義務
のため、事業者がその必要性を認識しない限り、リス
クアセスメントの実施や措置が十分に行われない可能
性があった。そこで、労働安全衛生法の一部を改正す
る法律（平成26年法律第82号）が制定され、一定の
危険性・有害性が確認されている化学物質である640
物質（個別規制対象物質116物質を含む労働安全衛生

法施行令で定める文書交付義務物質の640物質）につ
いてはリスクアセスメントが義務とされ、施行は公布
の日から起算して2年を超えない範囲とされた。さら
に第57条の第3項による新たな指針の制定が考えられ
る。
厚生労働省よる労働安全衛生調査（実態調査）にて、
化学物質の取扱い業務のある事業所の内、化学物質リ
スクアセスメントを実施している割合は平成18年で
43.0%、平成25年で53.1％と上昇傾向にあるものの、
依然として6割以下の状況であった。また、事業所の
規模別でみると、50名未満の場合は特に低い割合で
あった。平成25年の調査にて、化学物質リスクアセ
スメントを実施している事業所の内、コントロ−ルバ
ンディングを知っている割合は 22.3%と低値であっ
た。さらに、本改正法では640物質以外は努力義務と
されているが、640物質以外で危険・有害性を有し、
事業所で取扱われている物質に対する導入も今後の課
題と思われる。
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